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大麻I』建轟婿堤霧考mです

|○

大麻 に誘 わ れ た らど うする ?

も しもあな た が大 麻 を使 うよ う |こ 人 か ら誘 わ れ た ら・ ・・ 。

断 る と空 気が 悪 くな る ?反 達 か ら嫌わ れ る ?逆 らえな い相手 だ った ら ?
☆  1断 る コ ツ

「 は つき り・ き つば り」 断 る !

・  話 題 を変 え る、そ の場 か ら離 れ る !

・  困 った ら警 察 な ど専 門 の窓 □に相 談す る !

☆  薬 物 問 題で 困 つた時 は、 有 田湯浅 警察 署

0737-64-0110
1こ 電 話 で 相 談 を。

様 々な 形 状 の大麻

大麻 革 を乾 燥 させ て砕 いた乾 燥 大麻 の ほか 、 近 年 で は、 向精神 薬 を高 濃度 で

抽 出 した液 状、 ワ ックス状 の大 麻や 、・向精 神薬 等 を混ぜ た食 品 もあ ります。

大麻 ら しき もの を見 た り、噂 を聞 いた り した時 は、 有 田湯 浅警察署 へ の通 報

をお願い します。

インターネ ッ トを悪用 した売買

近年 、大麻等 の違 法薬物の売 買 |こ SNSが 悪用 され

ています。

捜査機 関 |こ よ る取 締 りを免れ るため、大麻 を意 味す

る隠語 を使 つて、大麻 の購入 を促す投稿 が多数見 られ

ます。

大麻の所持・ 売員は違法です。

違反者 |こ は重 い刑罰が科せ られ る可能 性があ りま

す。
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子供の性被害撲滅 11月 は

子 供 が スマ ー トフ ォンな どを使 つて SNSで 矢0り 合 つた者 (他

人 )と 連 絡 を 取 り合 い、 そ の 者 |こ 要 求 さ れ 、 自画 撮 り した 児童

ポ ル ノ画 1象 (18歳 満 た な い子供 の 児童 ポ ル ノ画 像や 映 像 )を 送

信 して しま うりE]童 ポ ル ノ事 犯 や 、 実 際 |こ 会 う約 束 を した 挙 げ句

|こ 、 わ いせ つ 行 為 を さ れ る と しヽ つた 性 被 害 が 発 生 して い ま す 。

児童ポルノを撮討したり他人lcl日共したりすることはもちろん、所持すること

‐も 町鵬司 です。

この よ うな 被 害 |こ 遭 わ な い た め に 、 以 下 の 点 |こ 気 を つ け て く

だ さ い。

O 被 害 を防 ぐ に は 、 スマ ホ の 利用 力 法 の ル ール を親 子 間 で

作 る ことが大切です。
(プ  子供のスマホの使用状況を管理する「ベアレンタルコントロール」
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○  子供 に と って 有害 な情報 (ア ダ ル ト、暴 力、 ギ ャンブル等 )を 表 :

示させないよう |こ する「フィルタ リング」機能の活用や、菫

児童虐待防止推進月間
です

児童 虐待 の 多 くは親 か らの

虐 待 で あ り、子 供 が 自 ら被 害

を 申 し出 る ことが 期 待 で き ま

せん。

そ の ため 、周 りが 子 供 の S
OSIこ 気づ き、 救 いの 手 を差

し伸 べ る ことが最 も重 要 で す 。

子 供 へ の 虐 待 は 、 予 防 と 早

:期 発見 が大 切 です 。

子 供 の 車 内 放 置 は グレクト

子 供 の 面 前 で の 夫 婦 げ ん か は

心 理 的 虐 待 と い う 児 童 虐 待 |こ
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1  子供がスマートフォンで利用してしiるコジデジしを1'磋し、:当たります。         :
1  利用時間を確認・管理する等して、イ `鳳       [ そのような事態を目撃したI

I  ンターネットと上手につきあいましょ逗習L   ヽ :ら 、ためらわず警察や児童相:

|  う°                 W   ノ電)I談所へ知らせてください。  1
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協力お願いします。ります(ること有田湯浅警察署では、防災無線により特殊詐欺事件の


